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回      答 

 

団体名（なかまユニオン・学校教職員支部） 

（要請項目） 

1① 学校が引率する児童・生徒の万博参加の、全学校への強要を絶対に行わないこと。 

 

（回答） 

〇 「2025年日本国際博覧会児童・生徒招待事業」は、次世代を担う大阪の子ども

たちに、大阪・関西万博において、最先端の技術やサービス等に触れる体験を通じて、

将来に向けた夢と希望を感じ取ってもらうために実施するものです。 

 

〇 家庭環境に関わらず、出来るだけ多くの児童・生徒が来場できるよう、学校単位の

招待としていますが、参加は強制ではなく、各学校において判断いただくものと考え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育総務企画課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 
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回      答 

 

団体名（なかまユニオン・学校教職員支部） 

（要請項目） 

1② 全学校の悉皆参加のための経費の予算化を、撤回すること。 

 

（回答） 

〇 「2025 年日本国際博覧会児童・生徒招待事業」は、次世代を担う大阪の子ども

たちに、大阪・関西万博において、最先端の技術やサービス等に触れる体験を通じて、

将来に向けた夢と希望を感じ取ってもらうために実施するものであり、大阪府議会の

議決を経て予算化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育総務企画課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 
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回      答 

 

団体名（なかまユニオン・学校教職員支部） 

（要請項目） 

ア．万博参加を拒む児童・生徒がいた場合に、その日の出欠の扱いはどのようにするの

か。コロナ感染の恐れから出席できない生徒と同様に欠席以外の扱いをすることは

可能か。 

（回答） 

 授業日や行事日に児童・生徒が出席しなかった場合、当該児童・生徒は原則欠席扱い

となりますが、特別の事由により校外学習への参加が難しく、その個別の事由を学校長

が判断し、出席しなくてもよいと認めた時は、「出席すべき日数から除く」対応となる

場合があります。               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 高等学校課 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

教育庁 教育振興室 保健体育課 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 
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回      答 

 

団体名（なかまユニオン・学校教職員支部） 

（要請項目） 

イ． 学校での「万博学習」は必ず実施しなければならないのか。そうした授業を義務

付けるとするなら、学校の授業編成権の侵害になるのではないか。 

 

（回答） 

 

○ 教育課程は各学校が掲げた目標のもと、各学校において、適切な教育課程を編成す

るものと認識しております。 

 

○ 府教育庁では、総合的な探究の時間等において活用できる「高校生向け EXPO 教

育プログラム」という教材を、万博推進局と連携して作成をし、すべての府立学校に

配付したところです。 

 

○ 本教材は、大阪で開催される万博について生徒が知る機会となるだけでなく、「探

究的な学び」を生徒に体験させることができる教材であると考えており、すべての学

校において、活用していただきたいと考えております。 

 

○ ただし、「総合的な探究の時間」や「LHR」などの活用が難しく、生徒が学ぶ機会

を提供することが難しい場合は、探究に係る教員研修や、職員会議等において教員が

動画を視聴すること等、幅広い活用方法があると考えております。 

府としては、万博は、SDGｓの学習等のまたとない機会ととらえております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 高等学校課 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 
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回      答 

 

団体名（なかまユニオン・学校教職員支部） 

（質問項目） 

ウ． 児童・生徒や教職員の万博参加中の地震・津波や台風等の災害への対策、避難計

画の作成の責任はどこにあるのか。それらの対策や避難計画はいつ作成されるの

か。 

 

（回答） 

〇 災害時の避難等については、博覧会協会が防災基本計画（初版）をまとめており、

今後、現場での具体的な対策等の検討を進め、夏頃を目途に詳細が取りまとまる予定

と聞いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育総務企画課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 
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回      答 

 

団体名（なかまユニオン・学校教職員支部） 

（質問項目） 

エ． 児童・生徒や教職員の万博参加中に災害が起こった場合に、その責任は大阪府や

市にあるのか、教育委員会や学校にあるのか。 

 

オ． 児童・生徒や教職員の万博参加中の事故・事件についての責任はどこにあるのか。 

 

（回答） 

〇 災害時の避難等については、博覧会協会が防災基本計画（初版）をまとめており、

今後、現場での具体的な対策等の検討を進め、夏頃を目途に詳細が取りまとまる予定

と聞いています。 

 

〇 災害や事故・事件発生時の責任は、その発生状況や内容により個別に判断されるも

のと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育総務企画課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

 

 


